














CKDグリーン調達ガイド(2011年度版) 7

3.製品づくり

3.1設計管理

3.2購買管理

3.3製造管理

(誤使用、混入、

汚染防止)

3.4出荷管理

①�設計(製品設計、工程設計)に当たって、禁止物

質を選定しないように、規格に定めている。

②�選定した部材は規格を満足していることを検証し、

� その記録を保管している。

③�指示文書(図面、規格書、仕様書など)で、後工

程が禁止物質を使用しない指示が明確になって

いる。

①�二次購買先に禁止物質の情報を伝えている。

注)CKDでは「環境影響化学物質の管理基準」を

制定し、お取引先に公開している。

②�製品含有の環境影響化学物質管理の要求事項を

二次購買先に伝えている。

注)CKDでは｢CKDグリーン調達ガイド」を制定し、

お取引先に公開している。

③�二次購買先の製品含有の環境影響化学物質管理

について事前検証をおこない、信頼できる二次

購買先を選定し、発注している。

④�購買品の環境影響化学物質の含有の有無･含有量

の情報入手の手順を定め、確認(検証)している。

⑤�環境特定４工程を外注する場合は、CKDが認定

した企業に発注している。

⑥�納入に当たっては、購買品が判断基準に基づい

て適合していることを検証(検査)している。

⑦�定期的に二次購買先を監査(パトロール)し、適

切性を確認し、必要な処置を実施している。

①�適合品のみが製造工程に入る仕組が構築できて

いる。

②�禁止物質を使用している他のライン･設備がある

場合は、ライン･設備･治工具･副資材などを専用

化するなどを実施し、汚染を防止している。

� (例：表面処理、はんだ付け作業)

③�禁止物質を使用している設備などと共用する場

合は、洗浄基準等を定め、管理された状態で運

用している。

� (例：射出成形機)

④�含有物質の化学反応を伴う工程では、製造条件を

� 設定し、化学物質の変化を管理している。

� 酸化、還元反応などによる化学物質の組織･化学

変化や、蒸発･揮発などによる濃度変化が派生する

� 工程を特定し、適切な管理を実施する。

� (樹脂成形、接着、めっき、塗装、印刷、など)

⑤�リサイクル材を使用する場合は、そのリスクを

把握し、管理方法を定めて運用している。

⑥�工場内に、禁止物質を使用している(存在してい

る)場合は、識別表示を実施し、誤使用･混入と

汚染を防止している。

①�適合品のみが出荷される仕組みを構築している。

・受入検証(検査)された部材を使用して製造して

いる。

・定められた設備、条件、方法で製造している。

・不適合品は適切に処置されている。

・必要に応じて、測定などの検証(検査)を実施し

ている。

項目 内容 判定 判定の根拠(証拠)

(つづき)
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